
（仮訳） 

ロシア連邦産業商業省令 

 

2022 年 10 月 21 日                                   第 4456号 

 

モスクワ 

 

 

2022年４月 19日付ロシア連邦産業商業省令第 1532号によって承認された、ロシア連邦領外において権利

保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件と

してロシア連邦民法典第 1359条第６項および第 1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の改正に

ついて 

 

 

 2022 年３月 29 日付ロシア連邦政府決定第 506 号「商品の形をとる知的活動の成果および商品に銘された

識別手段に対する独占的権利の保護に関する若干のロシア連邦民法典の規定を適用することができない商品

（商品群）について」（ロシア連邦法令集、2022 年、No.14、掲載番号 2286）第１項にしたがい、以 下 を 

命 じ る： 

 １．2022 年４月 19 日付ロシア連邦産業商業省令第 1532 号「ロシア連邦領外において権利保持者（特許

権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連

邦民法典第 1359 条第６項および第 1487 条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の承認について」

（2022 年５月６日にロシア連邦司法省により登録番号 68421 として登録）によって承認され、ロシア連邦

産業商業省令 2022 年６月３日付第 2299 号（2022 年７月４日にロシア連邦司法省により登録番号 69129 と

して登録）および 2022 年７月 21 日付第 3042 号（2022 年８月４日にロシア連邦司法省により登録番号

69495 として登録）による変更を加えた、ロシア連邦領外において権利保持者（特許権保持者）によって、

およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連邦民法典第 1359

条第６項および第 1487 条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧に対する、ここに添付する変更を承認

する。 

 ２．本令により承認される変更の第１、２項、第５項の「b」号、第７項、第８項の「a」号、第９項の

「a」号、第 20 項、第 21 項の「a」～「c」号、第 22 項、第 23 項の「a」～「d」、「f」、「h」、「i」、「k」～

「o」、「q」、「r」、「t」～「w」号、第 24 項の「a」、「c」、「d」、「f」、「g」、「i」～「l」、「n」～「p」、「r」、

「u」、「w」および「x」号第 25～27 項は、本令が公布された日の翌日から発効する。 

 ３．本令により承認される変更の第３、４項、第５項の「a」号、第６項、第８項の「b」号、第９項の

「b」、第 10～19 項、第 21 項の「d」および「e」号、第 23 項の「e」、「g」、「j」、「p」、「s」号、第 24 項の

「b」、「e」、「h」、「m」、「q」、「s」、「t」、「v」号、第 28 号は、本令が公布された日から３カ月経過後に発効

する。 

  

 

ロシア連邦政府副議長 

 ロシア連邦産業商業大臣                        D.V.マントゥロフ 
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2022 年 10 月 21 日付 

ロシア産業商業省令第 4456 号により                               

                              承 認 

 

 

 

2022年４月 19日付ロシア連邦産業商業省令第 1532号によって承認された、ロシア連邦領外において権利

保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件と

してロシア連邦民法典第 1359条第６項および第 1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧に対する 

変更 

 

 １．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 06 のあとに、以下を内容とする項目を追加する： 

「 

22 飲料、アルコール及び食酢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 
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 ２．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 27 を以下の文言に変更する： 

27 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸

留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 
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 ３．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 32 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 29 項から、「KYOCERA」という文言を削除する。 

 ４．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 33 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 30～34 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 以下を除く： 



 

5 
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以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ 

黒真珠、チースタヤリニヤ 



 

7 
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以下を除く： 美の百のレシピ、チースタヤリニヤ、 
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以下を除く： 森のバルサム、チースタヤリニヤ 
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以下を除く： 美の百のレシピ、チースタヤリニヤ 
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 ５．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 34 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 36、37 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ、 

チースタヤリニヤ、 

」。 
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 b) 38 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 ６．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 37 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 44、45 項から「KYOCERA」という文言を削除する： 

 

  

「 

」。 

」； 
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 ７．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 38 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 46 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 48 項を以下の文言に変更する： 

  

 

 ８．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 39 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 57 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「 

」； 

「 

」。 

「 

」； 
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 b) 76 項から「KÄRCHER」という文言を削除する。 

 ９．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 40 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 77 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 82 項から「HANKOOK」という文言を削除する。 

 10．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 42 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 90 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

「 

」； 

「 

」。 

以下を除く： 
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 11．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 43 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄に、以下を内容とする 93.1 項を追加する： 

 「93.1） 以下を除く： BILLIONAIRE, Philipp Plein, TRUSSARDI, TRU TRUSSARDI」。 

 12．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 48 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 100 項に「（AVON を除く）」という文言を追加する； 

 b) 101 項を以下の文言に変更する： 

 「101) 4818 （以下を除く： HOSTESS, K2r, КIМВЕRLY-CLARК PROFESSIONAL, КIМТЕСН SCIENCE, 

КLEENEX, SCOTT, SCOTT SLIМROLL, WYPALL)」； 

 c) 102 項に「（以下を除く： AVON、TRUSSARDI、TRU TRUSSARDI）」という文言を追加する； 

 d) 103 項に「（以下を除く： AVON、TRUSSARDI、TRU TRUSSARDI）」という文言を追加する. 

 13. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 61 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 109 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 14. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 62 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 127 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

」。 

以下を除く： 

「 

」。 

以下を除く： 
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 15. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 63 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄に以下を内容とする 144.1 項を追加する： 

 「144.1) 以下を除く： AVON, BILLIONAIRE, КARL LAGERFELD, КIМТЕСН, КLEENEX, КLEENGUARD, 

Philipp Plein, WYPALL」。 

 16. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 64 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 155 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 65 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 162 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 18. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 66 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄に以下を内容とする 168.1 項を追加する： 

 

 

 

 19. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 68 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 173 項から、「Kärcher」という文言を削除する。 

「 

」。 

以下を除く： 

「 

」。 

以下を除く： 

「 

」。 

以下を除く： 
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 20. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 70 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄の 180 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 73 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において： 

 a) 199 項において、「HANS PRIES」という文言の前に「DAEHAN,」という文言を追加する； 

 b) 206 項を以下の文言に変更する： 

 「206）7322 19 000 0  

    7322 90 000 9 

    BLACK & DECKER, DEWALT, Electrolux, Makita, metabo, PANASONIC, STANLEY, TOSHIBA, ZANUSSI」； 

 c) 207 項のあとに以下を内容とする 207.1 項を追加する： 

 「207.1) 7324 

   ACO, Evac, JETS」； 

 d) 210 項から「legrand,」という文言を削除する； 

 e) 212 項から「KYOCERA,」という文言を削除する。 

 22. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 76 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア

経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標

に準拠する）」欄において、220 項のあとに以下を内容とする 220.1 項を追加する： 

「 

」。 
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 「220.1) 7610 

  COSMO, FLIDМECANICA, НI AIR KOREA, JUNG-A МARINE, SAМGONG, STACO, SUNGМI」。 

 23. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 84 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商

標に準拠する）」欄において： 

 a) 251 項のあとに以下を内容とする 251.1 項、251.2 項を追加する： 

 「251.1) 8402 

   KANGRIM, SAACKE 

   251.2) 8403 10 100 0 

  8403 10 900 0  

  Electrolux, PANASONIC, TOSHIBA, ZANUSSI」； 

 b) 252 項のあとに以下を内容とする 252.1 項を追加する： 

 「252.1) 8405 

   GENERON, WILHELMSEN」； 

 c) 255 項を以下の文言に変更する： 

  

 

 

 

 d) 258 項および 259 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) 260 項および 261 項を以下の文言に変更する： 

「 

」； 

「 

」； 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) 262 項のあとに以下を内容とする 262.1 項を追加する： 

 「262.1) 8417 

   HYNDAI MERCHANT MARINE, KANGRIM」； 

 g) 264 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 h) 265 項のあとに以下を内容とする 265.1 項を追加する： 

 

 

 

 i) 267 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

「 

」； 

「 

」； 

「 

」； 
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 j) 272 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 k) 273 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 l) 273 項のあとに以下を内容とする 273.1 項を追加する： 

 

 

 

 m) 274 項において「HYSTER,」という文言のあとに「JCB,」という文言を追加する； 

 n) 274 項のあとに以下を内容とする 274.1 項を追加する： 

 「274.1) 8428 

   HYNDAI MERCHANT MARINE, USHIO」； 

 o) 275 項のあとに以下を内容とする 275.1 項を追加する： 

 [275.1) 8429 59 000 0 

  JCB」； 

 p) 282 項を以下の文言に変更する： 

 「282) 8443 

 

 

 

「 

」； 

「 

」； 

「 

」； 

「 

」； 
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 q) 288 項のあとに以下を内容とする 288.1 項を追加する： 

  「288.1) 8450 

   ALUMINOX, Electrolux, METOS, SAMJOO」； 

 r) 289 項のあとに以下を内容とする 289.1 項を追加する： 

 「289.1) 8451 

   ALUMINOX, Electrolux, METOS, SAMJOO」； 

 s) 297 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t) 300 項を以下の文言に変更する： 

 「300) 8479 

 

 

  

 

」； 」； 

」； 

「 
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u) 302 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 v) 304 項において「JAQUET,」という文言のあとに「JCB,」という文言を追加する； 

 w) 306 項において「HANS PRIES,」という文言のあとに「HYNDAI MERCHANT MARINE」という文言を

追加する。 

 24. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 85 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商

標に準拠する）」欄において： 

 a) 308 項を以下の文言に変更する： 

 「308) 8501 

 

 

 

 

 b) 309 項から「DENYO」という文言を削除する； 

 c) 311 項を以下の文言に変更する： 

「311) 8504 

 

 

 

 

 

 

」； 

」； 

「 

」； 
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 d) 314 項を以下の文言に変更する： 

  「314) 8507 

 

 

 

 

 e) 315 項から「KÄARCHER」という文言を削除する； 

 f) 316 項を以下の文言に変更する： 

  「316) 8509 40 000 0 

  8509 80 000 0  

 

 

 g) 318 項において「HANS PRIES」という文言のあとに「, HYNDAI MERCHANT MARINE」という文言を

追加する： 

 h) 320 項を失効したものと認める； 

 i) 320 項のあとに以下を内容とする 320.1 項を追加する： 

  「320.1) 8516 

  ALUMINOX, Electrolux, METOS, PANASONIC, SAMJOO, TOSHIBA, ZANUSSI」； 

 j) 322 項および 323 項を以下の文言に変更する： 

  「322) 8517 

 

」； 

」； 

」； 
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 323) 8518 

 

 

 

 

 

 

 

 k) 324 項において「Focal,」という文言のあとに「GENIUS,」という文言を追加する； 

 l) 326 項において「SHO-ME」という文言のあとに「, TEAC」という文言を追加する； 

 m) 327 項において「KYOCERA,」という文言を削除する； 

 n) 328 項を以下の文言に変更する： 

 「328) 8523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」； 

」； 
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 o) 330 項において「Hiper,」という文言のあとに「JAVAD,」という文言を追加する； 

 p) 331 項および 332 項を以下の文言に変更する： 

 「331) 8526 

 

 

 

 

 q) 333 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 r) 334 項および 335 項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 q) 333 項を以下の文言に変更する： 

 「333) 8528 

 

 

 

 

 

 

 

 r) 334 項および 335 項を以下の文言に変更する： 

 「334) 8529 

 

 

 

 

 

 s) 337 項において「KYOCERA,」という文言を削除する； 

」； 

」； 

」； 
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 t) 340 項を以下の文言に変更する： 

「340) 8536 

 

 

 

 

 

 u) 341 項を以下の文言に変更する： 

 「341) 8537 

 

 

 

 

 

 v) 345 項および 346 項から「SHARP,」という文言を削除する； 

 w) 347 項を以下の文言に変更する： 

  「347) 8543 20 000 0 

    8543 70 300 8 

    8543 70 800 0 

 

 

 

  

 x) 348 項を以下の文言に変更する： 

 「348) 8544 

 

 

 

 

 

 

 

 25. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 87 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商

」； 

」； 

」； 

」； 
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標に準拠する）」欄の 355 項において、「HALDEX,」という文言のあとに「JCB,」という文言を追加する。 

 26.  ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 90 において： 

 a) 商品名欄を以下の文言に変更する： 

「光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用又は外科用機器並びにこれ

らの部分品及び附属品（医薬品及び医療用品として登録されている商品を除く。）」； 

 b) 「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／

または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商標に準拠する）」欄において： 

 373 項を以下の文言に変更する： 

 「373) 9015 

 

 

 378 項および 379 項を以下の文言に変更する： 

 「378) 9026 

 

 

 

 

 

 

 

   379) 9027 

 

 

 

 

 383 項を以下の文言に変更する： 

 「383) 9031 

 

 

 

 

 

  

」； 

」； 
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  385 項を以下の文言に変更する： 

  「385) 9032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 94 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商

標に準拠する）」欄の 399 項を以下の文言に変更する： 

 「399) 9405 

  DAEYANG, DARKOO, GLAMOX, LEDIL, LEDLINK, STAHL」。 

 28. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群 95 の「商品コードおよび／または識別手段（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類群コードおよび／または非友好国家に登記された権利保有者に帰属する商

標に準拠する）」欄の 400 項を以下の文言に変更する： 

 400) 9503 00 100 9 

  9503 00 350 0 

  9503 00 750 0 

  9503 00 850 0 

  9503 00 950 0 

  9503 00 990 9 

 

」； 

」； 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 


